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平成 24 年度 市政世論調査 

報告書 概要版 
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Ⅰ．調査の概要 

◆ 調査地域 ： 越谷市全域 

◆ 調査対象 ： 市内在住の 20 歳以上の男女 5,000 人 

◆ 調査期間 ： 平成 24 年 6 月 23 日～7月 11 日 

◆ 調査方法 ： 郵送方法（郵送配布、郵送回収） 

◆ 抽出方法 ： 住民基本台帳より無作為抽出 

◆ 回収結果 ： 回収率 53.38％ 

この報告書概要版は、平成２４年６月２３日～７月１１日にかけて実施した

「平成２４年度市政世論調査」の主な結果をまとめたものです。 
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Ⅱ．調査回答者の属性 

回答者の属性は以下の通りである。 

◆性別 

◆年代 

◆職業 

                        ◆世帯の状況 

女性

52.7%

男性

42.5%

無回答

4.8%

20～24歳

3.9% 25～29歳

4.8%

30～34歳

6.6%

35～39歳

9.0%

40～44歳

8.9%

45～49歳

7.3%

50～54歳

6.3%
55～59歳

6.8%

60～64歳

11.5%

65～69歳

11.8%

70～74歳

10.3%

75歳以上

11.7%

無回答

1.1%

単身世帯

(ひとり暮らし)

8.2%

一世代世帯

(夫婦のみ、

兄弟姉妹

のみ)

30.0%
二世代世帯

(親子など)

52.1%

三世代世帯

(親と子と孫

など)

7.8%

その他

0.8%

無回答

1.0%

農

業

市

内

会

社

員

市

外

会

社

員

小

売

店

自

営

業

建

築

関

係

自

営

業

製

造

関

係

自

営

業

サ
ー

ビ

ス

関

係

自

営

業

自

由

業

公

務

員

団

体

職

員

学

生

家

事

従

業

パ
ー

ト

タ

イ

マ
ー

そ

の

他

無

職

無

回

答

0.9%
4.4%

21.4%

0.9% 1.6% 0.7%
2.4% 1.1%

3.0%
0.8% 1.6%

14.1%
12.1%

3.7%

29.7%

1.6%

0

20

40
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◆居住年数

◆居住形態

◆居住地区

1年

未満

2.5%

1～3年

未満

4.9%
3～5年

未満

2.2%
5～10年

未満

8.0%

10～15年

未満

7.8%

15～20年

未満

7.9%

20～30年

未満

19.6%

30～40年

未満

21.6%

40年以上

24.4%

無回答

1.1%

桜井

大袋

荻島

新方

大沢

北越谷
増林

大相模

川柳
蒲生

南越谷

蒲生

越ヶ谷

出羽

持

ち

家

一

戸

建

て

民

間

借

家

一

戸

建

て

民

間

分

譲

マ

ン

シ

ョ
ン

民

間

賃

貸

マ

ン

シ

ョ
ン

・

ア

パ
ー

ト

公

団

公

社

等

分

譲

マ

ン

シ

ョ
ン

公

団

公

社

等

賃

貸

マ

ン

シ

ョ
ン

社

宅

・

官

舎

間

借

り

・

下

宿

・

寮

・

寄

宿

舎

店

舗

・

事

務

所

併

用

住

宅

そ

の

他

無

回

答

67.5%

2.4%

14.2%
10.0%

1.1% 1.1% 1.0% 0.7% 0.8% 0.4% 0.9%

0

40

80

桜

井

地

区

新

方

地

区

増

林

地

区

大

袋

地

区

荻

島

地

区

出

羽

地

区

蒲

生

地

区

川

柳

地

区

大

相

模

地

区

大

沢

地

区

北

越

谷

地

区

越

ヶ
谷

地

区

南

越

谷

地

区

無

回

答

10.9%

4.3%
5.8%

14.0%

3.2%

7.7%

12.0%

2.2%

4.9%

7.6%

4.6%

12.6%

8.3%

1.9%

0

10

20
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Ⅲ．調査結果 

１． 暮らしや居住意向について 

図 1-1 現在の暮らし向き （n=2,669） 

図 1-2 居住意向 （n=2,669） 

図 1-3 転居意向の理由（上位 5 位） （n=513） 

○現在の暮らし向きについて「十分とはいえないが、一応満足している」人は約 4割。 

○定住意向（「ずっと住み続けたい」+「どちらかといえば住み続けたい」）は約 7割。 

○転居意向（「どちらかといえば引っ越したい」+「引っ越したい」）の主な理由は、「現在、住

んでいる住宅が狭いので」が多い。 

十分満足

している

9.1%

十分とはいえ

ないが、一応

満足している

39.9%

ふつう

30.3%

まだまだ

不満だ

13.8%

極めて

不満だ

3.7%

わからない

1.4% 無回答

1.8%

ずっと住み続

けたい

31.2%

どちらかとい

えば住み続

けたい

39.0%

どちらかとい

えば引っ越し

たい

13.2%

引っ越したい

6.1%

わからない

9.0%

無回答

1.6%

現在、住んでいる住宅が狭いので

交通の便が悪いので

賃貸住宅に住んでおり、持ち家が

ほしいため

付近の生活環境が悪いので

このまちに愛着がないから

16.0 

12.9 

12.9 

12.3 

6.0 

0 10 20（%）
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２． 防災意識について 

図 2-1 大地震に対する関心 （n=2,669）

                                図 2-2 大地震対策（上位 5 位） （n=2,669）

図 2-3 防災訓練の参加・見学 （n=2,669）

図 2-4 災害時に地域の活動において重要なもの （n=2,669）

○大地震に対する関心が「高くなった」人は 8 割強を占め、対策として「携帯ラジオ、懐中電

灯、医薬品などを準備している」人が多い。 

○市または自治会の防災訓練に参加、見学した経験について、「参加したことがある」人は 3

割半ば。 

○災害時の行政による活動のほかに、地域の活動において「一人ひとりの意識の向上」が重

要と考える人は 7割強。 

関心が高く

なった

82.7%

変わらない

14.7%

関心が低く

なった

0.3%

わからない

1.2%
無回答

1.1%

　　　100（％） 0 20 40 60 80

34.5 7.2 26.9 29.7 1.7 

参加したことがある

見学したことはある

防災訓練が行われていることは知っていたが、参加、見学したことはない

無回答防災訓練が行われていることを知らなかった

携帯ラジオ、懐中電灯、医薬品などを

準備している

食料や飲料水を備蓄している

近くの学校や公園など、避難する場所

を決めている

家族との連絡方法を決めている

風呂の水のためおきや消火器の準備

など、消火のための備えをしている

68.5 

48.8 

41.9 

27.5 

24.8 

0 40 80（%）

一人ひとりの意識の向上

自治会などの自主防災組織

ボランティア組織など

企業などの自主組織

学校のＰＴＡ組織

その他

72.2 

64.5 

23.6 

11.4 

7.0 

1.4 

0 40 80 （%）
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３． 耐震診断・改修について 

図 3-１ 耐震への不安の有無 （n=2,669） 

図 3-2 耐震が不安な理由 （n=1,477）

図 3-3 市の各種相談、簡易耐震診断の認知 （n=2,669） 

図 3-4 実施したい耐震診断・改修 （n=2,669） 

○住宅の耐震に「不安がある」人は 5割半ば、理由として「木造建築のため」が多い。 

○無料で行っている市の各種相談、簡易診断を「知らない」人は 8割弱。 

○実施したい耐震診断・改修は、「住宅耐震診断」が 5割半ば。 

ある

55.3%

ない

41.3%

無回答

3.4%

木造建築のため

昭和56年5月31日以前の古い

基準で建てられたため

地盤が弱いため

地震による損傷が生じている

可能性があるため
耐震診断の結果が基準値以

下のため

その他

61.7 

28.4 

28.0 

16.1 

1.3 

11.7 

0 40 80（%）

住宅耐震診断

住宅耐震改修

マンション耐震診断

マンション耐震改修

耐震化を行う必要はない

54.5 

19.2 

17.3 

8.2 

15.4 

0 30 60（%）

住宅リフォーム・耐震相談

簡易耐震診断

マンション管理相談

知らない

11.6 

10.0 

2.4 

77.4 

0 40 80（%）
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４． こしがやブランド認定制度について 

図 4-1 こしがやブランド認定品の認知 （n=2,669）

図 4-2 こしがやブランド認定品の購入経験 （n=2,669）

図 4-3 こしがやブランド認定制度への期待 （n=2,669）

知っている

41.1%知らない

55.6%

無回答

3.3%

ある

16.2%

ない

79.7%

無回答

4.0%

○こしがやブランド認定品について「知っている」人は約 4割。 

○こしがやブランド認定品の購入経験が「ある」人は 1割半ば。 

○こしがやブランド認定制度に「市内産業の活性化」を期待する人は多い。 

市内産業の活性化

特色ある土産品の創出

認定品のブランド価値を高める

認定品の充実

その他

特になし

44.8 

36.2 

20.1 

14.9 

2.3 

21.1 

0 30 60（%）
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５． 越谷市の景観（風景）について 

図 5-1 景観（風景）の考察 （n=2,669）                 図 5-2 景観（風景）の満足度 （n=2,669）

図 5-3 好きな景観（風景）（上位 5位） （n=2,669）       図 5-4 好きではない景観（風景）（上位5位） （n=2,669）

図 5-5 行政に望むもの （n=2,669）

○住まいの地区の景観（風景）について「たまに考えることがある」人は約 5割、満足度は「十

分とはいえないが一応満足している」が多い。 

○好きな景観（風景）で最も多いものは「川のある風景」、好きではない景観（風景）は「電柱・

電線」「散乱しているゴミ」が多い。 

○良い景観（風景）のまちをつくるため行政に望むものは「目標や基本方針を住民に示す」

が約 5割。 

よく考える

13.7%

たまに考える

ことがある

49.9%

ほとんど考え

たことはない

26.5%

まったく考え

たことはない

7.3%

その他

0.3%

無回答

2.4% 満足している

8.7%

十分とはいえ

ないが、一応

満足している

45.6%やや不満だ

18.2%

極めて

不満だ

6.0%

どちらとも

言えない

19.4%

無回答

2.2%

電柱・電線

散乱しているゴミ

花や緑が少ないまちや通り

建物のデザインや高さが統

一されていない街なか

派手な看板・広告

47.1 

44.6 

30.6 

28.0 

23.6 

0 30 60 （%）

目標や基本方針を住民に示す

美しい景観づくりに役立つ公共事業

景観に関する情報提供・普及啓発

景観整備のための住民の合意づくり支援

景観づくりに協力する際の助成金など

規制を含めた強いリーダーシップ

その他

49.6 

46.3 

34.9 

24.6 

24.1 

21.3 

4.2 

0 30 60 （%）

川のある風景

田園風景

街路樹の美しい道路

文化財

（神社、仏閣など）
眺望

（富士山、筑波山など）

68.3 

32.4 

20.6 

17.8 

17.1 

0 40 80 （%）
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６． スポーツ・レクリエーションの実施状況について 

図 6-1 スポーツ・レクリエーション活動の実施 （n=2,669）         

図 6-2 スポーツ・レクリエーション活動を行った理由（上位 5 位） （n=1,791）

図 6-3 スポーツ・レクリエーション活動を行っていない理由（上位 5 位） （n=811）

○この 1 年間に行ったスポーツ・レクリエーション活動の状況は、「週 3 回以上」「週 1～2 回

程度」が多い。 

○スポーツ・レクリエーション活動を年に1回以上行った理由は、「運動不足解消」が最も多く

約 7割。 

○スポーツ・レクリエーション活動を行っていない理由は、「仕事（家事、育児も含む）や勉強

がいそがしいから」が最も多い。 

週に３回以上

22.8%

週に１～２回

程度

21.3%

月に１～３回

程度

13.7%

３ヵ月に

１～２回

4.1%

年に１～３回

程度

5.2%

行っていない

30.4%

無回答

2.5%

運動不足解消

健康、体力維持・増進

気分転換・気晴らし

美容、肥満解消

友人との交流

70.4 

61.0 

45.1 

20.8 

20.6 

0 40 80 （%）

仕事（家事、育児も含む）や勉強が忙しいから

身近に適当な場所や施設がないから

年をとったから

費用がかかるから

健康上の理由から

48.6 

19.4 

17.6 

16.9 

16.3 

0 30 60 （%）
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７． 人権全般に関する意識について 

図 7-1 基本的人権の考え （n=2,669）                 図 7-2 一人ひとりの人権意識の変化 （n=2,669）

図 7-3 関心のある人権問題 （n=2,669）

○今日の日本社会における基本的人権について「やや尊重されている」と考える人は4割半

ば。 

○一人ひとりの人権意識は 10 年前と比べて「変わっていない」と考える人が多い。 

○関心のある人権問題は「高齢者の人権問題」が多い。 

十分尊重され

ている

9.7%

やや尊重され

ている

45.5%

あまり尊重さ

れていない

35.7%

まったく尊重

されていない

4.5%

無回答

4.6%

高く

なっている

11.4%

やや高く

なっている

27.4%

変わって

いない

37.7%

やや低く

なっている

13.5%

低く

なっている

6.3%

無回答

3.7%

高齢者の人権問題

インターネットによる人権侵害問題

障がい者の人権問題

北朝鮮当局による拉致問題

犯罪被害者やその家族の人権問題

子どもの人権問題

女性の人権問題

在日外国人の人権問題

エイズやハンセン病患者などの人権問題

刑期を終えて出所した方の人権問題

同和問題

アイヌ民族の人権問題

その他

45.1 

35.9 

33.7 

30.7 

29.6 

28.8 

24.8 

9.2 

8.4 

8.4 

4.0 

2.2 

1.8 

0 30 60 （%）
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図 7-3 一人ひとりの人権意識の変化 （n=2,669）

図 7-4 人権侵害の有無 （n=2,669）            図 7-5 人権についての講演会や研修会への参加 （n=2,669）

図 7-6 人権啓発推進のために有効な手段（上位 5 位） （n=2,669）

図 7-7 人権が尊重される社会実現への取り組み（上位 5 位） （n=2,669）

○日常生活で自分や周りの人の人権が侵害されたと感じたことが「ない」人は 5割強。 

○人権についての講演会や研修会への参加頻度（1回から10回以上の合計）は1割強と低

く、「催しを知らなかった」人は約 5割。 

○人権問題の解決に向けて一人ひとりが人権に対する理解を深めるための有効な人権啓

発推進手段は、「テレビ、ラジオを通じた啓発」が多く、人権が尊重される社会を実現する

ために重要だと思う取り組みは、「学校における人権教育」が多い。 

ある

19.7%

ない

52.6%

わからない

23.5%

無回答

4.2%

１０回以上

1.8%
５～９回
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51.3%

無回答
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テレビ、ラジオを通じた啓発

新聞、雑誌を通じた啓発

県や市町村の広報誌などを通じた啓発

ふれあい祭りなどの交流イベントの開

催
人権に関する催し（講演会、コンサート

、映画などを併せて実施）の開催

54.2 

38.2 

31.4 

17.7 

14.3 

0 30 60 （%）

学校における人権教育

幼児期からの多様な個性を認め合える教育

社会的に弱い立場の方に対する支援

人権問題に関する相談機能の充実

人権が侵害された被害者の救済

53.5 

34.7 

25.2 

25.0 

24.0 

0 30 60（%）
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８． 男女共同参画について 

図 8-1 子どもに対する「教育・しつけ」で大切なこと （n=2,669）

図 8-2 「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度 （n=2,669）

○子どもに対する「教育やしつけ」で大切なことは、男の子の場合には「責任をもたせる」が

多く、女の子の場合には「やさしさや思いやりをもたせる」が多い。 

○日常生活の中での「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度について、希望は

『「仕事」と「家庭生活」をともに優先』であるが、現実（現状）は『「仕事」を優先』が多い。 
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図 8-3 男女ともに仕事と家庭を両立するための条件 （n=2,669）

図 8-4 女性の参画が少ない理由 （n=2,669）

○男女ともに仕事と家庭を両立していくために必要な条件は、「育児・介護休業制度を利用

できる職場環境を整備すること」が約 5割。 

○政治や行政の分野で女性の参画が少ない理由は、「男性優位の組織運営」が多い。 

育児・介護休業制度を利用できる職場環境を整備すること

女性が働くことに対して、家族や周囲の理解と協力があること

保育施設や保育時間の延長など、保育内容を充実させること

在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な勤務制度を導

入すること
育児や介護のため退職した方を、元の職場で再雇用する制

度を導入すること

昇給などの男女格差をなくすこと

年間労働時間を短縮すること

育児・介護休業中の賃金など経済面を充実させること

職務上必要な知識や技術などを習得するための訓練を充実

させること

その他

51.0 

36.0 

34.8 

24.7 

24.5 

24.2 

23.6 

21.9 

9.9 

1.8 

0 30 60（%）

男性優位の組織運営

家庭、職場、地域での性別による役割分担

女性の参画を進めようとしている人が少ない

家庭の支援や協力が得られない

女性の能力開発の機会が不十分である

女性側の積極性が十分でない

57.2 

40.0 

31.8 

31.5 

25.0 

21.6 

0 30 60（%）
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９．  「自治基本条例の普及」「市民参加と協働によるまちづくり」について 

図 9-1 「越谷市自治基本条例」の認知 （n=2,669）

図 9-2 関心のある市政に参加する方法（上位 5 位） （n=2,669）

図 9-3 市民と市が協働して取り組むことが必要（効果的）な分野（上位 5 位） （n=2,669）

図 9-4 市民への参加やコミュニティ活動へのかかわりに重要なこと（上位 5 位） （n=2,669）

○「越谷市自治基本条例」を「知っている」人は約 1割。 

○関心のある市政参加の方法は、「アンケート」「住民投票」が多い。 

○市民と市が協働して取り組むことが必要（効果的）なことは、「暮らしの安全・安心に関する

こと」が 5 割強。 

○市政への参加やコミュニティ活動（地域活動・市民活動）へのかかわりに重要なことは、「分

かりやすく情報を提供すること」が約 6割。 
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知っている
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聞いたことが

ある

25.4%

知らない

61.5%

無回答

3.7%

アンケート

住民投票

説明会

意見公募手続

（パブリックコメント）

審議会等への参加

37.2 

34.6 

19.1 

8.3 

7.3 

0 20 40 （%）

暮らしの安全・安心に関すること

福祉に関すること

健康づくりや医療に関すること

環境に関すること

コミュニティ活動に関すること

子育てや教育に関すること

52.8 

46.9 

39.7 

38.2 

34.0 

31.5 

0 30 60 （%）

分かりやすく情報を提供すること

わずかな時間でも参加できること

市が十分な支援を行うこと

仲間と一緒に参加できること

知識や特技が生かせること

61.3 

35.7 

27.8 

20.0 

16.5 

0 40 80 （%）
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１０． 中核市移行について 

図 10-1 「中核市制度」の認知 （n=2,669）

図 10-2 中核市移行の認知 （n=2,669）

図 10-3 中核市移行で期待する市民サービス（上位 5 位） （n=2,669）

○「中核市制度」の認知度は 2割弱。 

○越谷市が平成 27年 4月に中核市移行を目指していることの認知度は 1割強。 

○中核市移行のメリットとして期待する市民サービスは、「消防署に高度救急隊が設置され、

大地震などの災害時における負傷者の救助活動がこれまで以上に強化される」が多い。 

よく

知っている

2.5% まあまあ

知っている

14.9%

あまり

知らない

27.3%

知らない

52.4%

無回答

2.9%
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知っている

10.6%

あまり

知らない

18.7%
知らない

64.8%

無回答

2.8%

消防署に高度救急隊が設置され、大地震などの災害時における負傷者の

救助活動がこれまで以上に強化される
市立保健所を設置することにより、感染症や食中毒が発生した場合の迅速

な対応などが可能になる
市が窓口となり県への申請を行っていたものについて、市と県の二段階で処

理している事務を市で一元化でき、申請から交付までの時間が短縮される
小中学校の教職員の研修を、市の実情や課題に合わせて独自に行うことが

できるようになり、教職員の資質や指導力の向上が図れる
産業廃棄物の不法投棄などについて、業者への指導が直接市から行える

ようになり、対応の迅速化が図れる

57.8 

40.2 

33.3 

26.3 

25.2 

0 30 60 （%）
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１１． 広報について 

図 11-1 市政情報を得ているもの（上位 3位） （n=2,669）

図 11-2 市政情報を得るために活用したことがあるもの（上位 3 位） （n=2,669）

図 11-3 広報こしがや「お知らせ版」「季刊版」の感想 （n=2,053）

○市政情報を主に得ている媒体は、『広報こしがや「おしらせ版」や「季刊版」』で、市政情報

を得るために活用したことのある媒体としても多く活用されている。 

○広報こしがや「おしらせ版」及び「季刊版」の感想は、「おおむね分かりやすい」が多い。 
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